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※このフロー図は、保健・医療・福祉関係機関が支援する支援対象者が

　治療中断に至った場合の支援フローを示したものである（支援関係者用）

【別紙①】

精神科治療中断者の支援フロー（案）

あり なし

支援方針に基づいた支援

各支援機関に

支援依頼が入る

【依頼者】

・本人、家族、

他機関等

【支援】

（※必要に応じて関係機関と連携）

【治療中断】
本人の状況や中断理由等を確認

治療中断

【支援困難な状況が続く場合】

①実務者会議事例検討会

※対応方法についてのヒントや新たな支援機関との連携の検討

②保健所へ相談

※支援者の対応の相談や本人や家族からの相談、未治療や治療中断者の医療

【治療再開】

①通院治療

→上記【支援】に戻って、継続支援に当たる

②入院治療（措置・医療保護・任意）

本人へ関係機関への連携同意（事前を含）

本人から支援同意を得る

・支援目的、本人の困り事等を確認した上

で、どのような役割で支援をするか本人

に説明。各関係機関も同様に本人に支援

目的や役割等を説明する。

・支援会議が開催される場合に、中断

リスクが見込まれる方には、状態悪化時

や緊急時の支援方針（クライシス

プラン）を立てる。

・（必要に応じて）事前に、状態悪化時や

緊急時の連絡を関係者間で取り合うこと

の了承を得ておく。

・いつからなぜ治療を受けたくないか等

の理由や本人の現在の状況を確認。

・治療中断が原因で生活上の問題が

生じていないか確認。

①主治医等のキーパーソンに相談

②主治医を含めた関係機関内で

支援方針を共有

①事前共有しておいたクライシスプランがあれば、

そのプランに沿って支援（主治医に相談を含む）

②関係が築けている支援者（病院など既存支援者、

家族等）から受診を勧める（電話、訪問など）

③本人の困り事に応じて支援（関係づくりを重視）

④生命危機や孤立による生活障害が見られれば、

危機介入を検討

本人が通院（入院）開始

診断を受ける

・治療提供内容、印象などが治療の継続可否

に影響するので、疾病受容できるような

治療や医療サービスの提供が重要。

・丁寧な受療や退院支援が、患者の不快や

トラウマ的体験を減らし、治療継続を

支える。

・薬局薬剤師と連携した、疾病教育や服薬
本人の病状が安定している

本人が通院服薬治療を継続できている

☆地域支援



関係機関が支援する

ことの本人同意

・相談先や社会資源の情報提供

・必要に応じて医療機関から本人へ

電話や訪問等の支援を行う。

退院前カンファレンス

【確認事項】

・各機関の支援方針の確認

・悪化時の対応について確認

・関係機関における情報共有に

ついて。

・その他

精神科治療中断者の支援フロー（案）

★入院後の支援

入院中から他機関の支援の必要

あり

退院

あり

なし

退院

支援方針に基づいた支援

「☆地域支援」フロー内【支援】へ

「☆地域支援」フロー内【治療中断】と

同様に取り組む

支援困難な状況に陥った時

なし

※必要なサービス調整や導入を実施


